
第
七
十
五
号
議
案

仙
台
市
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
手
数
料
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
仙
台
市
条
例
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
第
十
四
号
を
削
り
、
第
十
五
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
六
号
か
ら
第
八
十
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ

繰
り
上
げ
る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

理
　
由

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
改
正
を
考
慮
し
、
個
人
番
号

カ
ー
ド
再
交
付
手
数
料
を
廃
止
す
る
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提

出
す
る
理
由
で
あ
る
。

1



第
七
十
六
号
議
案

仙
台
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
介
護
保
険
条
例
（
平
成
十
二
年
仙
台
市
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
三
第
一
項
中
「
第
五
十
三
条
の
二
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
五
十
三
条
の
三
第
二
項
第
一
号
」
に
、「
第
百

四
条
の
三
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
百
四
条
の
四
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

理
　
由

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行

う
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

3



第
七
十
七
号
議
案

仙
台
市
特
例
児
童
扶
養
資
金
等
に
係
る
貸
付
金
の
償
還
の
免
除
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
特
例
児
童
扶
養
資
金
等
に
係
る
貸
付
金
の
償
還
の
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
特
例
児
童
扶
養
資
金
等
に
係
る
貸
付
金
の
償
還
の
免
除
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
五
年
仙
台
市
条
例
第
四
十
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
附
則
第
七
条
第
一
項
」
を
「
附
則
第
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
附
則
第
八
条
第

一
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

理
　
由

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
令
の
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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第
七
十
八
号
議
案

仙
台
市
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
制
限
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
制
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
制
限
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
三
年
仙
台
市
条
例
第
五
十
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
二
長
喜
城
東
地
区
整
備
計
画
区
域
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

泉
パ
ー
ク
タ
ウ
ン
朝
日
地
区
整

備
計
画
区
域

仙
台
市
泉
区
根
白
石
字
陰
沼
北
及
び
同
字
針
生
山
ノ
内
朝
日
の
全
部
並
び
に
実
沢

字
桐
ケ
崎
屋
敷
，
根
白
石
字
陰
沼
，
同
字
銅
谷
明
神
下
，
同
字
原
田
，
同
字
針
生

山
及
び
同
字
行
木
沢
東
の
各
一
部

泉
パ
ー
ク

タ
ウ
ン
朝

日
地
区
整

備
計
画
区

域

戸
建
住
宅

地
区

次
に
掲
げ
る
建
築
物
（
専
ら
そ
の
用
途
に

供
す
る
建
築
物
及
び
こ
れ
に
附
属
す
る
建

築
物
（
令
第
130条

の
5
各
号
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。）
に
限
る
。）
以
外
の
建
築

物ア
　
住
宅

イ
　
兼
用
住
宅

ウ
　
幼
稚
園

エ
　
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

オ
　
保
育
所

200平
方

メ
ー
ト
ル

道
路
（
自
転
車
歩

行
者
専
用
道
路
を

除
く
。）

1.5メ
ー

ト
ル
以
上

自
転
車
歩
行
者
専

用
道
路

す
べ
て
の
隣
地

1
メ
ー
ト

ル
以
上

店
舗
兼
用

住
宅
地
区

ア
　
共
同
住
宅
，
寄
宿
舎
，
下
宿
又
は
長

屋

イ
　
神
社
，
寺
院
，
教
会
そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
も
の

ウ
　
公
衆
浴
場

エ
　
病
院

オ
　
法
別
表
第
2（
る
）
項
第
1
号
（
1
）

か
ら
（
3
）
ま
で
，（
11）
又
は
（
12）

の
物
品
の
貯
蔵
又
は
処
理
に
供
す
る
も

の

カ
　
倉
庫
（
建
築
物
に
附
属
す
る
も
の
を

除
く
。）

200平
方

メ
ー
ト
ル

地
区
幹
線
道
路

（
隅
切
を
除
く
。）

2.5メ
ー

ト
ル
以
上

道
路
（
地
区
幹
線

道
路
（
隅
切
を
除

く
。）
及
び
自
転

車
歩
行
者
専
用
道

路
を
除
く
。）

1.5メ
ー

ト
ル
以
上

自
転
車
歩
行
者
専

用
道
路

す
べ
て
の
隣
地

1
メ
ー
ト

ル
以
上
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キ
　
自
動
車
車
庫
（
建
築
物
に
附
属
す
る

も
の
を
除
く
。）

ク
　
事
務
所

セ
ン
タ
ー

ハ
ウ
ス
地

区

ア
　
住
宅

イ
　
兼
用
住
宅

ウ
　
共
同
住
宅
，
寄
宿
舎
，
下
宿
又
は
長

屋

エ
　
学
校
，
専
修
学
校
，
各
種
学
校
，
図

書
館
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

オ
　
神
社
，
寺
院
，
教
会
そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
も
の

カ
　
老
人
ホ
ー
ム
，
福
祉
ホ
ー
ム
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

キ
　
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
，
児
童
厚
生
施

設
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

ク
　
公
衆
浴
場

ケ
　
病
院

コ
　
法
別
表
第
2（
る
）
項
第
1
号
（
1
）

か
ら
（
3
）
ま
で
，（
11）
又
は
（
12）

の
物
品
の
貯
蔵
又
は
処
理
に
供
す
る
も

の

サ
　
倉
庫
（
建
築
物
に
附
属
す
る
も
の
を

除
く
。）

500平
方

メ
ー
ト
ル

地
区
幹
線
道
路

（
隅
切
を
除
く
。）

2.5メ
ー

ト
ル
以
上

道
路
（
地
区
幹
線

道
路
（
隅
切
を
除

く
。）
及
び
自
転

車
歩
行
者
専
用
道

路
を
除
く
。）

1.5メ
ー

ト
ル
以
上

自
転
車
歩
行
者
専

用
道
路

す
べ
て
の
隣
地

1
メ
ー
ト

ル
以
上

近
隣
サ
ー

ビ
ス
Ａ
地

区

ア
　
住
宅

イ
　
兼
用
住
宅

ウ
　
共
同
住
宅
，
寄
宿
舎
，
下
宿
又
は
長

屋

エ
　
大
学
，
高
等
専
門
学
校
，
専
修
学
校
，

各
種
学
校
，
図
書
館
そ
の
他
こ
れ
ら
に

類
す
る
も
の

オ
　
神
社
，
寺
院
，
教
会
そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
も
の

カ
　
法
別
表
第
2（
る
）
項
第
1
号
（
1
）

か
ら
（
3
）
ま
で
，（
11）
又
は
（
12）

の
物
品
の
貯
蔵
又
は
処
理
に
供
す
る
も

500平
方

メ
ー
ト
ル

地
区
幹
線
道
路

（
隅
切
を
除
く
。）

2.5メ
ー

ト
ル
以
上

道
路
（
地
区
幹
線

道
路
（
隅
切
を
除

く
。）
及
び
自
転

車
歩
行
者
専
用
道

路
を
除
く
。）

1.5メ
ー

ト
ル
以
上

自
転
車
歩
行
者
専

用
道
路

す
べ
て
の
隣
地

1
メ
ー
ト

ル
以
上
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別
表
第
五
青
葉
通
地
区
整
備
計
画
区
域
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
九
長
喜
城
東
地
区
整
備
計
画
区
域
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
の

キ
　
自
動
車
車
庫
（
建
築
物
に
附
属
す
る

も
の
を
除
く
。）

近
隣
サ
ー

ビ
ス
Ｂ
地

区

ア
　
住
宅

イ
　
兼
用
住
宅

ウ
　
共
同
住
宅
，
寄
宿
舎
，
下
宿
又
は
長

屋

エ
　
大
学
，
高
等
専
門
学
校
，
専
修
学
校
，

各
種
学
校
，
図
書
館
そ
の
他
こ
れ
ら
に

類
す
る
も
の

オ
　
法
別
表
第
2（
る
）
項
第
1
号
（
1
）

か
ら
（
3
）
ま
で
，（
11）
又
は
（
12）

の
物
品
の
貯
蔵
又
は
処
理
に
供
す
る
も

の

カ
　
ホ
テ
ル
又
は
旅
館

キ
　
自
動
車
教
習
所

ク
　
畜
舎

ケ
　
自
動
車
車
庫
（
建
築
物
に
附
属
す
る

も
の
を
除
く
。）

コ
　
自
動
車
に
直
接
燃
料
を
供
給
す
る
た

め
の
施
設
又
は
自
動
車
修
理
工
場

1,500平

方
メ
ー
ト

ル

道
路
（
自
転
車
歩

行
者
専
用
道
路
を

除
く
。）

3
メ
ー
ト

ル
以
上

自
転
車
歩
行
者
専

用
道
路

す
べ
て
の
隣
地

1
メ
ー
ト

ル
以
上

泉
パ
ー
ク
タ
ウ
ン

朝
日
地
区
整
備
計

画
区
域

店
舗
兼
用
住
宅
地

区

10メ
ー
ト
ル
以
下

泉
パ
ー
ク
タ
ウ
ン

朝
日
地
区
整
備
計

画
区
域

戸
建
住
宅
地
区

警
察
官
派
出
所
等

第
3
条

第
7
条

ア
　
自
動
車
車
庫
で
そ
の
外
壁
等
の
面
及
び
ひ
さ
し
等

の
先
端
が
道
路
境
界
線
よ
り
0.6メ

ー
ト
ル
以
上
離

れ
た
も
の

イ
　
建
築
物
で
第
8
条
の
基
準
に
適
合
し
な
い
こ
と
と

な
る
部
分
の
外
壁
等
の
中
心
線
の
長
さ
の
合
計
が
3

メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
も
の

第
8
条
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ウ
　
物
置
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
用
途
に
供
す
る
建
築

物
で
，
第
8
条
の
基
準
に
適
合
し
な
い
こ
と
と
な
る

部
分
の
軒
の
高
さ
が
2.3メ

ー
ト
ル
以
下
で
，
か
つ
，

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
5
平
方
メ
ー
ト
ル
以

内
で
あ
る
も
の
（
自
動
車
車
庫
を
除
く
。）

店
舗
兼
用
住
宅
地
警
察
官
派
出
所
等

第
7
条

区セ
ン
タ
ー
ハ
ウ
ス

地
区

ア
　
自
動
車
車
庫
で
そ
の
外
壁
等
の
面
及
び
ひ
さ
し
等

の
先
端
が
道
路
境
界
線
よ
り
0.6メ

ー
ト
ル
以
上
離

れ
た
も
の

イ
　
建
築
物
で
第
8
条
の
基
準
に
適
合
し
な
い
こ
と
と

な
る
部
分
の
外
壁
等
の
中
心
線
の
長
さ
の
合
計
が
3

メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
も
の

ウ
　
物
置
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
用
途
に
供
す
る
建
築

物
で
，
第
8
条
の
基
準
に
適
合
し
な
い
こ
と
と
な
る

部
分
の
軒
の
高
さ
が
2.3メ

ー
ト
ル
以
下
で
，
か
つ
，

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
5
平
方
メ
ー
ト
ル
以

内
で
あ
る
も
の
（
自
動
車
車
庫
を
除
く
。）

第
8
条

近
隣
サ
ー
ビ
ス
Ａ

地
区

近
隣
サ
ー
ビ
ス
Ｂ

地
区

警
察
官
派
出
所
等

第
7
条

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

理
　
由

泉
パ
ー
ク
タ
ウ
ン
朝
日
地
区
計
画
の
区
域
内
の
建
築
物
に
関
す
る
制
限
を
定
め
る
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

10



第 79 号議案

市道路線の認定及び廃止に関する件

市道の路線を次のとおり認定し，及び廃止することにつき，道路法第 8条第 2項（同法第10条

第 3項において準用する場合を含む。）の規定により，議決を求める。

1　認定するもの

路　　　　線　　　　名 起　　　　　　　　　点
終　　　　　　　　　点

沖 野 七 丁 目 15 号 線 仙台市若林区沖野七丁目389番 6
　　　同　　　　　　　388番

河 原 町 二 丁 目 5 号 線 仙台市若林区河原町二丁目304番
　　　同　　　　　　　　405番 1

長 喜 城 山 神 1 号 線 仙台市若林区長喜城字山神 6番 1
　　　同　　　　　　　　 4番

長 喜 城 山 神 2 号 線 仙台市若林区長喜城字山神22番 2
　　　同　　　　　　　　 4番

長 喜 城 山 神 3 号 線 仙台市若林区長喜城字山神 1番 2
　　　同　　　　　　　　 1番 3

長 喜 城 山 神 4 号 線 仙台市若林区長喜城字屋敷34番
　　　同　　長喜城字山神22番 2

長 喜 城 山 神 5 号 線 仙台市若林区長喜城字山神36番
　　　同　　　　　　　　23番 1

長 喜 城 山 神 6 号 線 仙台市若林区長喜城字山神20番 1
　　　同　　　　　　　　21番 1

長 喜 城 山 神 7 号 線 仙台市若林区長喜城字山神 8番
　　　同　　　　　　　　 8番

長 喜 城 山 神 8 号 線 仙台市若林区長喜城字山神 6番 1
　　　同　　　　　　　　 8番

長喜城山神歩行者専用道路 1 号線 仙台市若林区長喜城字山神 6番 1
　　　同　　　　　　　　 6番 1

遠 見 塚 一 丁 目 5 号 線 仙台市若林区遠見塚一丁目10番23
　　　同　　　　　　　　18番 8

八 木 山 南 二 丁 目 1 号 線 仙台市太白区八木山南二丁目 1番28
　　　同　　　　　　　　　 1番85

八 木 山 南 二 丁 目 2 号 線 仙台市太白区八木山南二丁目 1番71
　　　同　　　　　　　　　 1番58

八 木 山 南 二 丁 目 3 号 線 仙台市太白区八木山南二丁目 1番103
　　　同　　　　　　　　　 1番95

八 木 山 南 二 丁 目 4 号 線 仙台市太白区八木山南二丁目 1番116
　　　同　　　　　　　　　 1番111

八木山南二丁目歩行者専用道路 1 号線 仙台市太白区八木山南二丁目 1番80
　　　同　　　　　　　　　 1番63

11



八木山南二丁目歩行者専用道路 2 号線 仙台市太白区八木山南二丁目 1番36
　　　同　　　　　　　　　 1番51

西 多 賀 五 丁 目 4 号 線 仙台市太白区西多賀五丁目22番67
　　　同　　　　　　　　19番103

上 谷 刈 27 号 線 仙台市泉区上谷刈五丁目208番 2
　　　同　上谷刈四丁目11番11

2 　廃止するもの

路　　　　線　　　　名 起　　　　　　　　　点
終　　　　　　　　　点

山 神 線 仙台市若林区長喜城字山神 9番
　　　同　　　　　　　　13番 5

遠 藤 西 山 神 線 仙台市若林区長喜城字山神 6番
　　　同　　長喜城字屋敷27番
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第 80 号議案

専決処分事項に関する件

地方自治法第179条第 1項の規定により，特に緊急を要した次の事項について別紙のとおり専

決処分したことにつき，同条第 3項の規定により，報告し，承認を求める。

1　令和 3年度仙台市一般会計補正予算（第 3号）

2　令和 3年度仙台市一般会計補正予算（第 4号）
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1 　令和 3年度仙台市一般会計補正予算（第 3号）

令和 3年度仙台市の一般会計補正予算（第 3号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,201,520千円を追加し，歳入歳出予算の総�

額を歳入歳出それぞれ598,013,342千円とする。

2　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の�

金額は，「第 1表　歳入歳出予算補正」による。

令和 3年 5月 7日

仙台市長　　郡　　和 子
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2 　令和 3年度仙台市一般会計補正予算（第 4号）

令和３年度仙台市の一般会計補正予算（第 4号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,478,000千円を追加し，歳入歳出予算の総�

額を歳入歳出それぞれ604,491,342千円とする。

2　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の�

金額は，「第１表　歳入歳出予算補正」による。

令和 3年 5月14日

仙台市長　　郡　　和 子
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第 81 号議案

仙台市人事委員会の委員の選任に関する件

仙台市人事委員会の委員飯島淳子は令和 3年 8月12日に任期を満了するので，別紙の者を後任

の委員に選任することにつき，地方公務員法第 9条の 2第 2項の規定により，同意を求める。

19

※上記別紙の者は，飯島淳子



第 82 号議案

仙台市固定資産評価員の選任に関する件

仙台市固定資産評価員遠藤理は令和 3年 6月 7日に辞任したので，別紙の者をその後任に選任

することにつき，地方税法第404条第 2項の規定により，同意を求める。

21

※上記別紙の者は，佐藤純一


